


























第3 9条（半拠法）

この約款1でよる契約、 貸渡し及び貸渡しに付随寸る企ての行為は、 日本法に準拠l...、 阿 

法によって解釈されるものとします。

第4 0条（合意管轄裁判所）

この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、 訴額のいかんにかかわらず

当社の本店、 支店又は営業所の所在地吝秤轄する簡易裁判所をもって管轄裁判所としますで

附則

本約款は、 令和5年 1，月1日から施行します。
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